
くまもと県産木材

◉発行者：熊本県・（一社）熊本県建築士事務所協会　　　　◉発行年度：令和７年度

《 参 考 資 料 》

くまもと県産木材による
中大規模木造建築物の
木造化・木質化の手引

建築士や市町村等担当者の方々が、公共建築物等の木造化・木質化を
計画・設計される際に必要な情報等を掲載した参考資料です。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/92/103.html

くまもと県産製材品
カタログ
熊本県内で生産され一般的に流通している木材の
規格等について記載しています。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/92/102.html

公共建築物における木材の利用の
取組に関する事例集

公共建築物における全国の木材利用事例が紹介されています。

https://www.mlit.go.jp/gobuild/moku_torikumi.html

計画・設計のご案内

熊本県

〈令和８年３月改正〉

中大規模
木造建築物



詳しくは「くまもと県産木材による中大規模建築物の木造化・木質化の手引」 ※以下「手引き」 P6～P7をご参照ください。

◉スギ・ヒノキ人工林の年齢構成

炭素は貯蔵

「手引き」  P23～P27

植える 育てる 利用する

木材は用途に応じ適した
年齢があるため、将来
高齢の大きな木ばかりに
なることも課題です。

若い木が育って
いないことが課題
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「手引き」  P72～P78「手引き」  P12～P14、 P18～P20

1987年
（S62） 建築基準法改正

建築基準法改正

公共建築物等木材利用促進法

建築基準法改正

建築基準法改正

建築基準法改正

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等に
おける木材の利用の促進に関する法律

高さ13m又は軒高9mを超える大規模木造建築物が可能になった。 
準防火地域で木造３階建て建築物の建築が可能になった。

3階建ての学校等において、一定の延焼防止装置を講じることで、1時間準耐火構造で建てることが可能に
なった。3,000㎡を超える建物であっても、3,000㎡以内毎に耐火性の高い壁等で区画することで、耐火
構造等以外の建築物とすることが可能になった。
耐火構造等とすべき木造建築物の対象が、「高さ13m・軒高9m超」から「高さ16m超・階数4以上」に変更
された。また、前述の規制を受ける場合についても、木材をそのまま見せる（あらわし）等の耐火構造以外の
構造が可能となった。

大規模建築物において、新たな木造化方法の導入や防火上他と区画された範囲の木造化が可能となったほか、
延焼を遮断する壁等を設けることで低層部分の木造化が可能となった。また、簡易な構造で建築可能な
３階建て木造建築物の範囲が拡大された。

国が公共建築物等における木材利用の基本方針を策定し、「可能な限り木造化、木質化を進める」という
方向性を明確に示す。「低層の建築物は原則として全て木造化を図る」という国自らの目標が明確化された。

「公共建築物等木材利用促進法」が改正され、法律の目的に「脱炭素社会の実現に資すること」が追加された。
また、基本方針における木材利用を推進する対象が、「民間建築物を含む建築物一般」に拡大された。

木造の耐火建築物が可能になった。構造用製材の基準強度が明示された。

【都市（まち）の木造化推進法】

2000年
（H12）

2010年
（H22）

2015年
（H27）

2019年
（R1）

2021年
（R3）

2025年
（R7）

◉公共建築物をめぐる法律等の変遷について
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「手引き」  P47～P48

「手引き」  P45～P46

「手引き」  P30～P36

木造建築におけるコスト縮減のポイント!
設計段階から、次の３つのポイントを意識することで、
木造建築のコストを抑えることができます。

【参考】
一般流通規格材及び従来工法を用いたモデルプランで
のコスト比較

こうしたポイントを抑えることで、木造建築物でも鉄筋コンク
リート造や鉄骨造よりも建築コストを抑えることが可能と
なります。

巻末で紹介する「くまもと県産製材品カタログ」
に熊本県内で流通している木材を御紹介して
います。

①一般に流通している規格材を使用する。
➡住宅用として流通量の多い規格材等を使用することで材料
費の抑制や調達期間の短縮、施工費の低減につながります。

②施工実績の多い工法を選択する。
➡在来軸組構法といった従来の工法を選択することで、プレ
カット加工や施工の合理化が可能となり、人件費や工期の縮減
が期待できます。

※1．　（一社）九州経済連合会で九州産木材利用拡大のために、
建築士の技術向上、木造ビルの普及拡大を目的とした木造ビル
構造標準モデル
※2．　工事費は2020年当時の試算

「九経連、木造ビル構造標準モデル※1」を鉄骨造の工事費と比較
した結果、木造が同等以下となりました。

③木造による建物の軽量化の効果を活かす。
➡前項のとおり、木造とすることで建物自体が軽くなり、基礎
工事の規模を縮減することが可能となる場合があります。

建物概要：地上３階建て
　　　　   延床面積390㎡

工　　法：木造軸組工法

用　　途：事務所

工事費※2／㎡（税抜）

木造

26.3万円
（99%）

鉄骨造

26.4万円
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